
必要な届出一覧

①伐採後も変わらず森林として活用する場合

書類名称 要否 提出期限

　伐採及び伐採後の造林の届出書
　※伐採計画書、造林計画書を併せて提出してください

〇 伐採始期の30～90日前

　伐採に係る森林の状況報告書 〇 伐採を完了した日から30日以内

　伐採後の造林に係る森林の状況報告書 〇 造林を完了した日から30日以内

②伐採後に森林以外の用途で活用する場合

書類名称 要否 提出期限

　伐採及び伐採後の造林の届出書
　※伐採計画書、造林計画書を併せて提出してください

〇 伐採始期の30～90日前

　伐採に係る森林の状況報告書 〇 伐採を完了した日から30日以内

　伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ― ―

添付書類

　伐採及び伐採後の造林の届出書
　※伐採計画書、造林計画書を併せて提出してください

　伐採に係る森林の状況報告書

　伐採後の造林に係る森林の状況報告書

よくあるご質問等
　Q　どういった場合に伐採届が必要なのか。
　A　軽井沢町森林整備計画の対象区域内において、樹木の伐採を行なう場合に必要です。
　　　伐採届は１本の伐採から必要となります。

　Q　既に宅地として利用しているが、軽井沢町森林整備計画の対象になっていれば伐採届
　　　が必要なのか。
　A　既に宅地利用であっても提出をお願いします。また、その際は上記の②伐採後に森林
　　　以外の用途で活用する場合、としてください。

　Q　対象森林か否かはどうやって確認するのか。
　A　軽井沢町ホームページより「軽井沢町くらしマップ」をご活用ください。
　　　《町の情報》 → 《森林区域》へと進んでいただき、対象地が普通林（緑色）に該当する
　　　場合は伐採届が必要となります。なお、水色（保安林）に該当する場合は長野県へ
　　　許可申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

　Q　線下伐採は森林以外の用途に活用すると言えるか。
　A　「森林施業を目的とした伐採ではないが、土地利用の目的が森林であるもの」として処理
　　　しますので、上記①伐採後も変わらず森林として活用する場合、としてください。
　　　なお、その場合は主伐（皆伐）であるものとし、更新を伴う伐採となりますので、造林計画
　　　書も忘れずに提出してください。

・登記簿の写し又は土地売買契約書の写し
・伐採予定地の位置図
・盛土を行う場合には盛土予定図
・集材を伴う主伐を行う場合は①伐採及び集材
　に係るチェックリスト、②搬出系統図も提出して
　ください

・伐採前と伐採後の写真
・先に提出のあった書類で変更があったもの

・造林状況のわかる写真
・先に提出のあった書類で変更があったもの



【参考資料１】伐採及び伐採後の造林の届出書の留意事項等

記載内容 確認事項

届出人（所有者）の住所・氏名
（伐採する者と伐採後の造林に係る権限を
有する者が異なる場合は、連名で提出す
る）

届出人とは、伐採を行なう森林（土地）の所有者になります。

届出箇所の市町村・大字・字・地番
・複数地番にまたがる場合は、すべての地
番を記載

①届出箇所は軽井沢町森林整備計画対象森林に該当しますか。軽
井沢町くらしマップ・町の情報・森林区域から確認できます。
②保安林または保安施設地区である場合は、長野県に許可申請を
行う必要があります。
③過去５年以内に造林補助金等を交付した場所では伐採できない
ことがありますので、ご確認ください。

「別添の伐採計画書及び造林計画書のとお
り」

※　伐採方法が間伐の場合、造林計画は不要

伐採行為面積（ha）
（人工林及び天然林別面積）
小数第２位まで記載、第３位を四捨五入す
る

①用途が森林以外の転用に係る場合は、土地面積＝伐採面積とし
てください。但し、開発面積が１haを超える場合は林地開発とな
るため、長野県への許可申請が必要となります。
③伐採区域を確認するため図面を添付してください。

主伐（皆伐・択伐）、間伐のいずれか

なお、土地全体が伐採後に森林以外の用途
に活用される場合は、必ず主伐（皆伐）と
し、この場合の伐採率は伐採本数に関わら
ず100％とする

下記のいずれかを記載してください。
①主伐（皆伐）
・森林施業、その他（線下伐採、支障木伐採等、森林施業を目的
とした伐採ではないが、土地利用の目的が森林であるもの）、開
発行為（土地の利用目的を森林以外に転用するための伐採である
もの）
②主伐（択伐）
・伐採面積区域の立木を間伐のように定性（抜き切り）や列状に
伐採するもの
③間伐
・木材生産を目的とした伐採（定性・列状）と保育を目的とした
伐採

立木材積による伐採率

①伐採率の目安は以下のとおりです。なお、森林以外の用途に活用す
る場合は主伐（皆伐）100％としてください。
・主伐（皆伐）　100％
・主伐（択伐）　抜き切り、帯状の場合50％以下
　　　　　　　　　天然林整理伐の場合70％以上100％未満
・間伐35％以下

伐採作業を委託している場合、その委託先

伐採面積区域内の伐採する主林木の樹種名

○年～○年

伐採の開始日から終了予定までの期間
届出日が伐採開始日の30日から90日前であることを確認してくだ
さい。また、〇年〇月〇日から▽年▽月▽日まで、といった具体
的な予定を記載してください。

集材路・架線・その他

集材路の場合
予定幅員・延長

幅員・延長

人工造林及び天然更新の行為内容別の区域
面積

造林面積の計が主伐に係る伐採面積と一致しているか確認してく
ださい。

造林の期間 人工造林及び天然更新を行う期間

下記を参考としてください。
①「人工造林」にあっては、伐採が終了した年度の翌年度の４月
１日から２年以内に「造林の期間」が計画されていること
②「天然更新」にあっては、伐採が終了した年度の翌年度の４月
１日から５年以内に「造林の期間」が計画されていること
③「５年後において的確な更新がなされない場合」は、伐採が終
了した年度の翌年度の４月１日から７年以内に「造林の期間」が
計画されていること

造林樹種 人工造林及び天然更新する樹種名 軽井沢町森林整備計画に定める対象樹種名を記載してください。

樹種別の造林面積 造林樹種ごとの造林面積

樹種別の植栽本数
・人工造林する樹種名別の植栽本数
・５年後において的確な更新がなされてい
ない場合の樹種別の植栽本数

下記を参考としてください。
①人工造林は軽井沢町森林整備計画に示す樹種別の植栽本数を標
準とすること
②天然更新した立木を含め１ha当たり3,000本以上となる必要が
あることから、「樹種別の植栽本数」は、伐採面積×3,000本/ha
以上が計画されていること
③５年後において的確な更新がなされていない場合は、判定日に
更新すべき立木本数が不足する場合を想定し、不足本数分は人工
造林する計画とする。この場合、天然更新した立木を含め１ヘク
タール当たり3,000本以上となる必要があることから、「樹種別
の植栽本数」は、伐採面積×3,000本/ha以上が計画されているこ
と

作業委託先 人工造林の場合、作業委託先

鳥獣害対策 防護柵の設置・幼齢木保護具の設置等
軽井沢町森林整備計画において「鳥獣害防止森林区域」に指定さ
れている場合は、鳥獣害対策が計画されている必要があります。

森林以外の用途

下記を参考としてください。
①資材置場、駐車場、残土処理、太陽光発電施設設置等１haを超
える場合は、町への届出ではなく長野県への許可申請が必要とな
ります。
②昨今の異常気象による災害増加を受け、急傾斜地、沢筋等への
盛土計画については、危険性についてしっかり確認してくださ
い。

町から確認通知書を発送しますが、届出人ではない第三者が受理
する場合は、送付先住所を記載してください。

項　　目

伐採率

伐採樹種

伐採齢

１　森林の所在場所

届出人

２　伐採及び伐採後の造林の計画

伐採面積

伐採方法

作業委託先

伐
採
計
画
書

１
　
伐
採
の
計
画

集材の方法

３　備　　考

伐採の期間

(1)造林の方法別の造林
面積等の計画

造
林
計
画
書

(3)伐採後において森林
以外の用途に供される
こととなる場合のその
用途

１
　
伐
採
後
の
造
林
の
計
画

(

2

)

造
林
の
方
法
別
の
造
林
の
計
画

集材を伴う主伐を行う場合には①伐採及び集材に係るチェックリ
スト、②搬出系統図を提出してください。

○集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的
に走行することを目的として作設される仮施設
○土場とは、木材等を一時的に集積し、トラック等に積込む作業
等を行う場所



【参考資料２】伐採に係る森林の状況報告書の留意事項等

記載内容 確認事項

報告者の住所・氏名 報告者は伐採届の届出人又は伐採計画書の伐採する者と同
じ者としてください。

報告箇所の市町村・大字・字・地番
・複数地番にまたがる場合は、すべての地
番を記載
・林小班施業番号の記載がない場合は手書
きで記載

伐採を完了した日から30日以内に報告書を提出してくださ
い。

伐採行為面積（ha）
（人工林及び天然林別面積）
小数第２位まで記載、第３位を四捨五入す
る

主伐（皆伐・択伐）

森林所有者の伐採
跡地の確認の有無

有・無

立木材積による伐採率

伐採作業を委託している場合、その委託先
を記載

伐採面積区域内の伐採する主林木の樹種名

伐採の開始日から終了予定までの期間

集材路・架線・その他

集材路の幅員・延
長

幅員・延長

伐採後の用途が森林以外（転用）の場合、その用途及び時
期、所有者変更等の情報を記載してください。

報告書に記載された伐採の実施状況が、届出書に記載され
ていた伐採の計画と異なる場合、その理由を記載してくだ
さい。

なお、森林所有者の責任において伐採跡地を確認するよう
お願いします。
・集材路等の作設により崩壊が発生していないか
・枝条や残材の整理が植栽や天然更新の妨げになっていな
いか等
※ 造林作業を請負った業者等が森林所有者からの委託に
より確認することも可能とします。

項　　目

報告者

１　森林の所在場所

２
　
伐
採
の
実
施
状
況

３　備　　考

伐採面積

伐採方法

伐採率

作業委託先

伐採樹種

伐採の期間

集材の方法



【参考資料３】伐採後の造林に係る森林の状況報告書の留意事項等

記載内容 確認事項

報告者の住所・氏名
（伐採後の造林に係る権限を有する者）

報告者は伐採届の届出人又は伐採計画書の伐採する者と
同じ者としてください。

報告箇所の市町村・大字・字・地番
・複数地番にまたがる場合は、すべての地番
を記載
・林小班施業番号の記載がない場合は手書き
で記載

造林を完了した日から30日以内に報告書を提出してくだ
さい。

造林の方法
人工造林は、植栽か人工播種
天然更新は、ぼう芽更新か天然下種更新

造林の期間 人工造林及び天然更新を行った期間

造林樹種
・人工造林した樹種名
・天然更新した代表的な樹種名

樹種別の造林面積 造林樹種ごとの造林面積

樹種別の造林本数 人工造林及び天然更新した樹種名別の本数

作業委託先 人工造林の場合のみ作業委託先

鳥獣害対策 防護柵の設置・幼齢木保護具の設置等

森林所有者の変更等の情報を記載してください。

報告書に記載された造林の実施状況が、届出書に記載さ
れていた伐採の計画と異なる場合、その理由を記載して
ください。

３　備　　考

２
　
伐
採
後
の
造
林
の
実
施
状
況

項　　目

報告者

１　森林の所在場所


